
 

京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年 

３月３０日京都市条例第  号）（行財政局総務部総務課） 

  京都市立芸術大学移転整備工事設計業務受託者選定委員会を廃止する必要がある

ため，次のとおり改正することとしました。 

  別表第１ ２京都市立芸術大学移転整備工事設計業務受託者選定委員会の項を削

りました。 

  この条例は，公布の日から施行することとしました。 
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 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成３０年３月３０日 

京都市長  門 川 大 作 

京都市条例第  号 

   京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 別表第１ ２京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委

員会の項及び京都市立芸術大学移転整備工事設計業務受託者選定委員会の項を次のように

改める。 

京都市住みた

い・訪れたい

まちづくりに

係る財源の在

り方に関する

検討委員会 

住みたい・訪れたいまちづくりに係る

財源の在り方に関する事項について，

市長の諮問に応じ，調査し，及び審議

すること。 

１０人以内 ２ 年 

   附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 

（行財政局総務部総務課） 
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